
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の柱と、当該柱の上端部どうしを連結する複数の上梁と、前記柱の下端部どうしを
連結する複数の下梁とを備え、
　複数の前記柱のうち少なくとも一本が前記上梁および下梁から取り外し可能な仮柱とな
っている建物ユニットにおいて、
　前記仮柱は、上下に分割可能な治具柱と、上部治具柱の上端に備えられ上梁に固定され
る上部固定板と、下部治具柱の下端に備えられ下梁に固定される下部固定板とからなり、
上下の治具柱は、建物ユニットの他の柱よりも外寸を小さくして形成され

ていることを特徴とする建物ユニット。
【請求項２】
　仮柱を構成する上下の治具柱のうち上部治具柱は、下部治具柱よりも短く形成されてい
ることを特徴とする請求項１ 記載の建物ユニット。
【請求項３】
　四隅に柱が配置され、これらの柱の上端部どうしおよび下端部どうしに梁が掛け渡され
た箱状のラーメン構造とされた建物ユニットであって、
　前記柱の少なくとも一つが着脱自在とされた仮柱とされ、
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るとともに、前
記各固定板の内側隅部に位置して設けられ

に

　前記仮柱は、建物ユニットの他の柱よりも外寸を小さくして形成された治具柱と、治具
柱の上端に備えられ上梁に固定される上部固定板と、治具柱の下端に備えられ下梁に固定
される下部固定板とからなり、前記治具柱は前記各固定板の内側隅部に位置して設けられ



ことを特徴とする建物ユニット。
【請求項４】
　四隅に柱が配置され、これらの柱の上端部どうしおよび下端部どうしに梁が掛け渡され
た箱状のラーメン構造とされた建物ユニットを、水平方向ならびに垂直方法に複数並べて
施工する建物の施工方法であって、
　これら複数の建物ユニットのうち少なくともひとつの建物ユニットを、柱の少なくとも
一つが着脱自在とされた仮柱付建物ユニットとし、
　しかもこの仮柱付建物ユニットの仮柱を、建物ユニットの他の柱よりも外寸を小さくし

こと
で、隣接する建物ユニットの柱との間に作業空間を形成することを特徴とする建物の施工
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物ユニットおよび建物ユニットを用いた建物の施工方法に関する。
【０００２】
【背景の技術】
近年、工場で生産された複数の建物ユニットを組み合わせて建てられるユニット建物が、
施工期間が短いなどの利点を備えるため広く採用されるようになってきた。
このユニット建物を構成する建物ユニットは、鉄骨製の柱、梁を用いて直方体状に組み立
てたフレームに、床面材や壁面材を貼り付けたもので、より具体的には、四隅に鉄骨製の
柱が配置され、これらの柱の上端部どうしおよび下端部どうしに鉄骨製の梁が掛け渡され
たものである。
【０００３】
そして、従来より工業化生産される建物ユニットとしては、たとえば、特公平８－１６３
５０号公報に示すように、複数の柱のうち少なくとも一本の柱を上梁部および下梁部から
取り外し可能な仮柱で構成した建物ユニットが知られている。
この技術の建物ユニットによれば、複数の建物ユニットをその仮柱を互いに隣接するよう
に配置し、次いでこれら仮柱を取り外すことにより、仮柱が存在していた個所に空間を形
成することができ、間取りの自由度を増すことができる等の利点がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記建物ユニットに備えられている仮柱は、上梁部と下梁部との間に架設され
て他の柱と同様に上梁部を支持しているので、仮柱から上梁部および下梁部に抗力が作用
している。
したがって、仮柱を取り外すに際して仮柱と上梁部および下梁部との間に摩擦力が生じる
ため、この摩擦力に抗して仮柱を動かさなければならず、よって仮柱が取り外しにくいと
いった課題があった。
そして、このような課題を解決するため、本発明者等は、鋭意研究した結果、たとえば特
願２０００－３６８７２４号（発明の名称「建物ユニットおよび建物の施工方法」）等を
発明した。
ところが、このような技術においては、次のような解決すべき課題が残されている。
すなわち、仮柱が他の柱と違ってほぼ同等の断面積であるため、仮柱が４本重なるような
場所では、仮柱の着脱（ボルトの取り外しなど）の作業スペースが十分でなく作業性に問
題があることである。
【０００５】
本発明は、このような従来の課題を解決し、仮柱を取り外す際の作業性を向上させること
のできる建物ユニットおよび建物の施工方法を提供することにある。
【０００６】
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ている

た治具柱と、治具柱の上端を上梁に固定する上部固定板と、治具柱の下端を下梁に固定す
る下部固定板とから形成し、前記治具柱を前記各固定板の内側隅部に位置して設ける



【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明の建物ユニットは、複数の柱と、当該柱の上端部どうしを連結する
複数の上梁と、前記柱の下端部どうしを連結する複数の下梁とを備え、複数の前記柱のう
ち少なくとも一本が前記上梁および下梁から取り外し可能な仮柱となっている建物ユニッ
トにおいて、前記仮柱は、上下に分割可能な治具柱と、上部治具柱の上端に備えられ上梁
に固定される上部固定板と、下部治具柱の下端に備えられ下梁に固定される下部固定板と
からなり、上下の治具柱は、建物ユニットの他の柱よりも外寸を小さくして形成され

ていることを特徴としている。
【０００７】
　請求項１記載の発明にかかる建物ユニットによれば、仮柱が上下に分割可能な治具柱と
され、上部治具柱の上端には建物ユニットの上梁に固定される上部固定板が、また下部時
具柱の下端には建物ユニットの下梁に固定される下部固定板がそれぞれ形成されているた
め、各固定板の固定を建物ユニットの梁から解除し、上部と下部の治具柱の連結を解除す
れば、仮柱が上下に分割されて容易に取り外すことができる。
　しかも、この取り外しに当り、治具柱は、建物ユニットの他の柱よりも外寸を小さくし
て形成され 治具柱が４本集
中するような場所においても、作業スペースを確保することができ、仮柱を取り外す際の
作業性を向上させる。
【０００９】
　さらに、請求項 記載の発明にかかる建物ユニットでは、仮柱を構成する上下の治具柱
のうちの上部治具柱を、下部治具柱よりも短く形成しているため、上下の治具柱の着脱に
あたり、ほぼ作業者が立った位置のままで着脱作業ができ、作業性を良くすることができ
る。
【００１０】
　請求項 記載の発明にかかる建物ユニットは、四隅に柱が配置され、これらの柱の上端
部どうしおよび下端部どうしに梁が掛け渡された箱状のラーメン構造とされた建物ユニッ
トであって、前記柱の少なくとも一つを着脱自在とされた仮柱とし、

治具柱が
４本集中するような場所においては、仮柱が建物の内側に入り込む形態となり、仮柱の取
り外しに当り、作業スペースを確保することができ、仮柱を取り外す際の作業性を向上さ
せることができる。
【００１２】
　そして、請求項 記載の建物の施工方法は、四隅に柱が配置され、これらの柱の上端
部どうしおよび下端部どうしに梁が掛け渡された箱状のラーメン構造とされた建物ユニッ
トを、水平方向ならびに垂直方法に複数並べて施工する建物の施工方法であって、これら
複数の建物ユニットのうち少なくともひとつの建物ユニットを、柱の少なくとも一つが着
脱自在とされた仮柱付建物ユニットとし、しかもこの仮柱付建物ユニットの仮柱を、建物
ユニットの他の柱の外寸よりも小さくし

ことを特徴としている。
　そして請求項 記載の施工方法によれば、仮柱付建物ユニットの仮柱を、建物ユニッ
トの他の柱の外寸よりも小さくし

こととしたので、仮柱付建物ユニットを据え付けるだけで、
仮柱周囲の作業空間を広くとることができ、仮柱付建物ユニットの仮柱の取り外し作業を
、容易にすることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
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ると
ともに、前記各固定板の内側隅部に位置して設けられ

るとともに、各固定板の内側隅部に位置して設けられたので、

２

３

前記仮柱は、建物ユ
ニットの他の柱よりも外寸を小さくして形成された治具柱と、治具柱の上端に備えられ上
梁に固定される上部固定板と、治具柱の下端に備えられ下梁に固定される下部固定板とか
らなり、前記治具柱は前記各固定板の内側隅部に位置して設けられているので、

４に

た治具柱と、治具柱の上端を上梁に固定する上部
固定板と、治具柱の下端を下梁に固定する下部固定板とから形成し、前記治具柱を前記各
固定板の内側隅部に位置して設ける

４に
た治具柱と、治具柱の上端を上梁に固定する上部固定板

と、治具柱の下端を下梁に固定する下部固定板とから形成し、前記治具柱を前記各固定板
の内側隅部に位置して設ける



以下、本発明にかかる建物ユニットおよび建物ユニットの施工方法の実施例を、図面に基
づいて説明する。
【００１４】
建物ユニット１は、建物の天井部を構成する上梁部２と、建物の床部を構成する下梁部５
と、上梁部２と下梁部５との間に架設されている３本の柱８および仮柱１０とを備えてい
る。
【００１５】
上梁部２は、上梁（長辺上梁）３、３と上梁（短辺上梁）４、４とで組み立てられた矩形
状の枠に、図示しない複数の天井根太を一方の長辺上梁３から他方の短辺上梁３にわたっ
て互いに平行にかつ等間隔に架設したものである。
そして、３本の柱８の上端部と仮柱１０の上端部とを上梁３、３、４、４が連結している
。
【００１６】
下梁部５は、下梁（長辺下梁）６、６と下梁（短辺下梁）７、７とで組み立てられた矩形
状の枠に、図示しない複数の床根太を一方の長辺下梁６から他方の長辺下梁６にわたって
互いに平行にかつ等間隔に架設したものである。
そして、３本の柱８の下端部と仮柱１０の下端部とを下梁６、６、７、７が連結している
。
【００１７】
仮柱１０は、上梁部２および下梁部５に取り外し可能に接合されている部材であって、実
施例では、仮柱１０は、自身の長さ方向に２つの治具柱１１、１２に分けられており、上
部治具柱１１と下部治具柱１２とがクリアランスをもって連結部材２０により連結されて
いる（図３参照）。なお、クリアランス１０の長さ（高さ）としては約１０ｍｍに設定さ
れている。
治具柱１１、１２は中空部を有する断面矩形状の長尺部材であり、上部治具柱１１は上梁
部２に接合され、下部治具柱１２は下梁部５に接合されている。
【００１８】
また、上部治具柱１１の上端には、上梁に固定される上部固定板２４が設けられ、下部治
具柱１２の下端には下梁に固定される下部固定板２５が設けられ、各固定板２４、２５に
はそれぞれ梁に固定するためのボルトの挿通孔２４ａ、２５ａが形成されている。
なお、上下の治具柱１１、１２は、建物ユニット１の他の柱８よりも外寸を小さくして形
成されており、また、建物ユニット１の内側になるような位置に配置されている。
実施例では、図５および図６に示すように、治具柱１１、１２の隣接する２つの側面に位
置するように固定板２４、２５が取り付けられ、これにより、治具柱が建物ユニット１の
各固定板の内側隅部に位置して設けられる形態とされ、仮柱を建物ユニット１に配置した
際に、治具柱１１，１２が建物ユニット１の内側に配置される構造となっている。
【００１９】
なお、仮柱１０を構成する上下の治具柱１１、１２のうち上部治具柱１１は、下部治具柱
１２よりも短く形成され、上下の治具柱１１、１２を連結した際に、これらの接続部がほ
ぼ作業者の立ち位置となるように配慮されている。
図５および図６中符号２６、２７はそれぞれ各固定板２４、２５を補強する補強板であり
、固定板と治具柱との間に亘って取り付けられている。
【００２０】
上部治具柱１１と下部治具柱１２との接合構造は、図３および図４に示すような構造とな
っている。すなわち、図３に示すように上部治具柱１１の下部側面１１ａ、１１ｂには、
治具柱１１の内部に貫通するねじ付の柱側係合孔１４がそれぞれ２つ形成され、下部治具
柱１２の上部側面１２ａ、１２ｂには、内部に貫通するねじ付の柱側係合孔１５がそれぞ
れ２つ形成されている。
【００２１】
また、上部治具柱１１と下部治具柱１２とは、Ｌ字型に形成された連結部材２０により連
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結されるようになっており、具体的には、連結部材２０の２つの当接面２０ａ、２０ｂを
上下の治具柱１１、１２の間を連結部材２０が覆うように沿わせて当てがい、連結部材２
０に形成された上下の係合孔２１、２２と、治具柱１１、１２の係合孔１４、１５とを合
わせて外側からボルト２３を差し込んで固定するものである。
【００２２】
次に、以上のように構成された建物ユニット１を用いて建物を施工する方法を説明する。
なお、本実施例では、建物ユニット１を４つ用いて建物ユニット４つ分の広さを有する大
空間を形成する方法について説明する（図７参照）。
【００２３】
この建物ユニット１を用いて建物を、図７に示すように施工するには、４つの建物ユニッ
ト１を、仮柱１０が互いに隣接するようにして設置し、隣合う上梁３、４どうしおよび下
梁６、７どうしを接合すれば良い。
建物ユニット１には、工場等において、他の柱の外寸よりも小さくした仮柱１０を固定し
ておき、建物ユニット１の内側に寄せるように配置しておくことは勿論である。
そして、このようにすることによって、仮柱１０が集中する部分は、外寸が小さい仮柱１
０が、建物ユニットの内側によるような配置形態となって、仮柱周囲の作業空間が広くな
り、以下に説明するように、仮柱付建物ユニットの仮柱の取り外し作業を、容易にするこ
とができるものである。
【００２４】
すなわち、図７に示すように設置した建物ユニット１から仮柱１０を取り外すには、まず
、連結部材２０を固定しているボルト２３を取り外し、仮柱１０を構成する上下の治具柱
１１、１２の連結を解除する。
次いで、上下の治具柱１１、１２を梁に固定している固定板２４、２５のボルトを取れば
、治具柱１１、１２は固定が外れて、建物ユニット１から取り外される事となる。
この際、外寸の小さい仮柱１０の間には、ボルトを取り外すための作業空間が十分に確保
され、固定板２４、２５の間分の作業空間が建物ユニット１間に確保されるため、治具柱
が４本集中するような場所においても、作業スペースを確保することができ、仮柱を取り
外す際の作業性を向上させることができる。
【００２５】
また、実施例では、仮柱１０を構成する上下の治具柱１１、１２のうちの上部治具柱１１
を、下部治具柱１２よりも短く形成し、上下の治具柱１１、１２の連結部分を作業者の立
ち位置となるよう設定しているために、下の治具柱の着脱にあたり、ほぼ作業者が立った
位置のままで着脱作業ができ、作業性を良くすることができるといった利点もある。
【００２６】
なお、実施例では、治具柱１１と治具柱１２との間に適当なクリアランスが形成されてい
るため、上下の治具柱１１、１２の連結を解除した際に、このクリアランスによって、治
具柱１１、１２を容易に取り外すことができる利点もある。
【００２７】
なお、この発明は、上記の実施例に限定されるものではなく、当業者が容易に思いつくよ
うな設計変更等も含むものである。例えば、この実施例では上下に２つに仮柱１０を分割
するようにしたが３分割、４分割することであっても良いことは勿論である。
【００２８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、仮柱が上下に分割可能な治具柱とされ、上部治
具柱の上端には建物ユニットの上梁に固定される上部固定板が、また下部時具柱の下端に
は建物ユニットの下梁に固定される下部固定板がそれぞれ形成されているため、各固定板
の固定を建物ユニットの梁から解除し、上部と下部の治具柱の連結を解除すれば、仮柱が
上下に分割されて容易に取り外すことができる。
　しかも、この取り外しに当り、治具柱は、建物ユニットの他の柱よりも外寸を小さくし
て形成されているので、治具柱が４本集中するような場所においても、作業スペースを確
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保することができ、仮柱を取り外す際の作業性を向上させる。また、本発明にかかる建物
の施工方法によれば、仮柱付建物ユニットの仮柱を、建物ユニットの他の柱の外寸よりも
小さくして こととしたので、仮柱付建物ユニットを
据え付けるだけで、仮柱周囲の作業空間を広くとることができ、仮柱付建物ユニットの仮
柱の取り外し作業を、容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した一実施例の建物ユニットの構成を示す斜視図である。
【図２】本発明を適用した一実施例の建物ユニットの構成を示す側面図である。
【図３】本発明を適用した一実施例の建物ユニットの仮柱の連結部を示す斜視図である。
【図４】本発明を適用した一実施例の建物ユニットの仮柱の連結部を示す斜視図である。
【図５】本発明を適用した一実施例の上部治具柱示す平面図である。
【図６】本発明を適用した一実施例の下部治具柱示す平面図である。
【図７】本発明を適用した一実施例の施工方法を説明する建物ユニットの平面図である。
【符号の説明】
１　　　　建物ユニット
２　　　　上梁部
３、４　　上梁
５　　　　下梁部
６，７　　下梁
１０　　　仮柱
１１　　　上部治具柱
１２　　　下部治具柱
２０　　　連結部材
２４　　　上部固定板
２５　　　下部固定板
２６、２７補強板
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各固定板の内側隅部に位置して設ける



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(8) JP 3886826 B2 2007.2.28



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－０３８５９７（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０８７４５５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２４８２３９（ＪＰ，Ａ）
              特公平０８－０１６３５０（ＪＰ，Ｂ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E04B  1/348

(9) JP 3886826 B2 2007.2.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

